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非居住者である場合は、次に掲げる方です。

1　年齢16歳以上30歳未満の方
2　年齢70歳以上の方
3　年齢30歳以上70歳未満の方のうち、次のいずれ
 かに該当する方
 (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなく
　　なった方
 (2) 障害者
 (3) 扶養控除の適用を受けようとする所得者から
　 その年において生活費又は教育費に充てるため
　 の支払を38万円以上受けている方
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